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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体適合性の熱可塑性樹脂からなり、繊維の横断面形状が２個所以上のくびれ部を有す
る扁平度２～５の扁平断面形状を有する異形断面のフィラメントであることを特徴とする
手術用縫合糸。
【請求項２】
　生体適合性の熱可塑性樹脂が、ポリエステル類、ポリアミド類およびポリオレフィン類
から選ばれる少なくとも１種の繊維形成性ポリマーであることを特徴とする請求項１記載
の手術用縫合糸。
【請求項３】
　生体適合性の熱可塑性樹脂が、芳香族ポリエステルであることを特徴とする請求項２記
載の手術用縫合糸。
【請求項４】
　手術用縫合糸を構成する糸が、フィラメントカウントが１５以下のマルチフィラメント
あることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の手術用縫合糸。
【請求項５】
　手術用縫合糸を構成する糸が、モノフィラメントであることを特徴とする請求項１～請
求項３のいずれかに記載の手術用縫合糸。
【請求項６】
　手術用縫合糸を構成する糸の引張り強度が１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であり、結節強度
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が１．５～６．０ｃＮ／ｄｔｅｘであることを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか
に記載の手術用縫合糸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体適合性の熱可塑性樹脂からなる異形断面繊維で構成される、引張り強度
、柔軟性が改善された取扱い性が良好な手術用縫合糸に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　手術用縫合糸としては、外科手術時の操作性がよく、縫合や結紮がしやすい、また、結
び目がほどけにくいものが求められており、例えば、絹からなる縫合糸や乳酸／ε－カプ
ロラクトン共重合体等の生体吸収性ポリマーからなる糸（下記特許文献１参照）等が知ら
れている。
【０００３】
　絹糸は、柔軟で結節保持力が優れているため、しばりやすく、取扱い性が良好であると
いう長所がある。しかしながら、絹糸はコストが高く引張り強度が低い等の問題点がある
。特に、手術での使用状態である湿潤時において、外科結びされたときの強度が低いのが
絹糸からなる縫合糸の本質的な問題点となっている。
【０００４】
　合成繊維からなる縫合糸として、靱性が約７ないし約８．５グラム／デニールであり、
破断に至る伸長率が３０％以下であり、沸騰水収縮率が約０．５ないし約３．０％である
糸フィラメントから形成した「組みポリエステル縫合糸」と称する糸（下記特許文献２参
照）や、脂肪族オキシカルボン酸単位０．０２～３０モル％、脂肪族または脂環式ジオー
ル単位３５～４９．９９モル％、脂肪族ジカルボン酸単位３５～４９．９９モル％からな
る数平均分子量が１万～２０万の脂肪族ポリエステル共重合体からなる縫合糸（下記特許
文献３参照）等が提案されているが、さらに柔軟性に優れ、適度な引張り強度、結節強度
を併せ持った縫合糸が求められている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１３５２８２号公報
【特許文献２】特開平９－１６４１９０号公報
【特許文献３】特開平１０－９９４２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、従来の縫合糸に比べ、引張り強度、柔軟性が改善され、取扱い性の良
好な、新規な手術用縫合糸法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本発明は、生体適合性の熱可塑性樹脂からなり、単糸の横断面形状が２個所
以上のくびれ部を有する扁平度が２～５の扁平断面形状を有する異型断面の手術用縫合糸
である。
【０００８】
　かかる手術用縫合糸において、上記生体適合性の熱可塑性樹脂がポリエステル類、ポリ
アミド類、ポリオレフィン類から選ばれる少なくとも１種の繊維形成性ポリマーであるこ
とが適当であり、特に、生体適合性の熱可塑性樹脂が芳香族ポリエステルであるのが好ま
しい。
【０００９】
　また、上記手術用縫合糸を構成する糸がモノフィラメントであるか、または、縫合糸を
構成する糸のフィラメントカウントが１５以下であるマルチフィラメントが好ましい。
　また、本発明に係る手術用縫合糸を構成する糸にあっては、引張り強度が１．５ｃＮ／
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ｄｔｅｘ以上であり、結節強度が１．５～６．０ｃＮ／ｄｔｅｘであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、柔軟性に優れ、適度な引張り強度、結節強度を併せ持ち、生体への適用
性を損なうことなく、取扱い性の良好な手術用縫合糸を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
　本発明の手術用縫合糸を構成する生体適合性の熱可塑性樹脂としては、芳香族ポリエス
テル等のポリエステル類、ナイロン等のポリアミド類、ポリスチレンやポリビニルアルコ
ール、ポリ(エチレン－ビニルアセテート)、ポリ(ヒドロキシエチルメタクリレート)等の
ポリオレフィン類やこれらのコポリマー類、ポリ(カーボネート)、ポリ(ウレタン)等の縮
合系高分子類やこれらのコポリマー類、ポリ乳酸、ポリ乳酸－ポリグリコール酸共重合体
、ポリヒドロキシ酪酸、ポリカプロラクトン、ポリエチレンアジペート、ポリブチレンア
ジペート等の生分解性脂肪族ポリエステル、ポリブチレンカーボネート、ポリエチレンカ
ーボネート等の脂肪族ポリカーボネート等が挙げられる。
【００１２】
　なかでも、ポリエステル類、ポリアミド類、ポリオレフィン類が好ましく、とりわけ芳
香族ポリエステルが好ましい。芳香族ポリエステルとしては、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレートおよびこれらを主たる繰返し単位し、これにイソフタル酸や５－スルホイソフタ
ル酸金属塩等の芳香族ジカルボン酸やアジピン酸、セバシン酸等の脂肪族ジカルボン酸や
ε－カプロラクトン等のヒドロキシカルボン酸縮合物、ジエチレングリコールやトリメチ
レングリコール、テトラメチレングリコール、ヘキサメチレングリコール等のグリコール
成分等を共重合した共重合ポリエステルが挙げられる。本発明では、特にポリエチレンテ
レフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエ
チレンナフタレートならびにイソフタル酸共重合率が２０モル％以下のポリエチレンテレ
フタレートイソフタレート、ポリ（テトラメチレンテレフタレート・オキシテトラメチレ
ンテレフタレート）共重合体等の芳香族ポリエステル類が好ましい。
【００１３】
　本発明の手術用縫合糸を構成するポリマーにおいて、生体適合性ポリマー以外の成分の
含有は抑えることが好ましい。
　本発明における手術用縫合糸は、繊維（単糸）の横断面形状が２個所以上のくびれ部を
有する扁平度が２～５の扁平断面形状を有する異形断面の縫合糸である。
【００１４】
　従来の合成繊維からなる手術用縫合糸は、断面が円形の丸断面糸からなるが、このよう
な丸断面糸あるいは横断面形状におけるくびれ部が２個所未満の糸は、柔軟性がなく結び
にくいという問題があったり、引っ張り強度、結節強度も低いという問題がある。また、
繊維の扁平度が２未満では丸断面糸と同様の問題があり、一方、扁平度が５を超えると扁
平すぎて結び難く手術時の取り扱い性が劣るという問題があるので、いずれも本発明の目
的を達成できない。
【００１５】
　なお、ここで言う扁平度とは、下記の式で求められる値である。
【数１】

【００１６】
　本発明の縫合糸では、その太さ等が特に制限されるものではないが、使用時の雑菌病巣
になるか否かや、消毒を含めた衛生性の観点から、フィラメントカウントが少なく１５フ
ィラメント以下のマルチフィラメントもしくはモノフィラメントであることが好ましい。
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【００１７】
　本発明による好適な手術用縫合糸は、引張り強度が１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である。
引張り強度が１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ未満の場合には、手術用縫合糸としての強さが不十分
であるため、好ましくない。本発明において、引張り強度は２．０～７．０ｃＮ／ｄｔｅ
ｘが好ましく、より好ましくは２．０～６．０ｃＮ／ｄｔｅｘである。
【００１８】
　また、本発明による好適な縫合糸は、結節強度が１．５～６．０ｃＮ／ｄｔｅｘである
。結節強度が１．５～６．０ｃＮ／ｄｔｅｘの範囲外であると、本発明が目指すような柔
軟性のある、取扱い性が特に優れた縫合糸は得られない。結節強度の好ましい範囲は２．
０～５．０ｃＮ／ｄｔｅｘである。
【００１９】
　本発明の手術用縫合糸は、モノフィラメントであってもよいが、複数のマルチフィラメ
ントを合わせて、求められる引張り強度や結節強度を満たすような糸束として使用するこ
ともできる。また、糸の束を組みひも状に編込んだ糸とすることもできる。
【００２０】
　本発明の手術用縫合糸の製造方法としては、特に限定されるものではなく熱可塑性樹脂
における通常の製糸方法でよい。ただし、上記の異形断面繊維を溶融紡糸する際には、例
えば、図１および図２に例示する形状の紡糸孔を有する紡糸口金を使用し、繊維が所定の
断面形状を保ったまま冷却固化するように紡糸する必要がある。
【実施例】
【００２１】
　以下、実施例および比較例をあげて本発明をさらに具体的に説明する。ただし、本発明
はこれらにより何ら限定されるものではない。なお、例中の各評価項目は下記の方法で測
定した。
【００２２】
　（１）引張り強度、伸度
　室温（２５℃）で、初期試料長を２００ｍｍ、引っ張り速度を２００ｍｍ／分とし、Ｊ
ＩＳ Ｌ１０１３に示される条件で荷重－伸長曲線を求めた。そして、破断時の荷重値を
初期の繊度で割った値を引張り強度とし、破断時の伸長値を伸度とした。
【００２３】
　（２）結節強度
　該縫合糸のつかみ間隔の中央に本結びを１個作った状態で、上述の引張り強度試験法に
準拠して結節強度を測定した。
【００２４】
　　［実施例１］
　２８５℃での溶融粘度が１２００ｐｏｉｓｅのポリエチレンテレフタレートを、図１に
示す異形断面紡糸孔を有し、孔数が２の紡糸口金を用いて２８５℃で溶融紡糸し、１００
０ｍ／ｍｉｎで巻き取った。得られた未延伸糸を延伸温度６０～９０℃でローラー延伸し
、次いで１５０℃で熱セットして巻き取った。この際、延伸糸が９５ｄｔｅｘ／４ｆにな
るように紡糸吐出量を調整したところ、得られた糸条の繊維（単糸）の横断面形状は図1
のように計２個所のくびれを有し、その扁平度は２であった。この糸の引張り強度は５．
２ｃＮ／ｄｔｅｘ、伸度は２０％、結節強度は３．４ｃＮ／ｄｔｅｘであって、柔軟性が
あり、取扱い性の良好な手術用縫合糸が得られた。
【００２５】
　　［実施例２］
　図２に示す異形断面紡糸孔を有する紡糸口金を使用し、繊維の横断面形状が図２に示す
形状の繊維とした以外は、実施例１と同様にして繊維（単糸）の横断面形状に計４個所の
くびれを有し扁平度３の糸を作製した。この糸の引張り強度は５．０ｃＮ／ｄｔｅｘ、伸
度は２１％、結節強度は３．１ｃＮ／ｄｔｅｘであり、柔軟性があり、取扱い性の良好な
手術用縫合糸が得られた。
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【００２６】
　　［比較例１］
　繊維の横断面形状が丸断面の９５ｄｔｅｘのモノフィラメントである以外は、実施例１
と同様にして糸を作製した。糸の引張り強度は６．２ｃＮ／ｄｔｅｘ、伸度は２２％であ
ったが、結節強度は２．８ｃＮ／ｄｔｅｘであり、柔軟性がなく、結びにくい糸となった
。
【００２７】
　　［比較例２］
　繊維の横断面形状が丸断面の９５ｄｔｅｘでフィラメントカウントが２０のマルチフィ
ラメントである以外は、実施例１と同様にして糸を作製した。糸の引張り強度は３．９ｃ
Ｎ／ｄｔｅｘ、伸度は１８％、結節強度は２．３ｃＮ／ｄｔｅｘであり、柔軟性があり取
扱い性は良いが、強度が不十分な糸となった。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明による手術用縫合糸は、優れた引張り強度、柔軟性、取扱い性を有するため各種
の手術において有効に使用される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】２つの山を有する本発明の扁平断繊維製造用の紡糸口金孔の例。
【図２】３つの山を有する本発明の扁平断繊維製造用の紡糸口金孔の例。

【図１】

【図２】
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